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、

、 ・
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②部活動の地域移行について



市 長 く市長あいさつ >

<市長あいさつ >

本日は、南島原市総合教育会議のご案内をいたしましたところ、大変ご多

用な中にご出席をいただき、誠にありがとうございます。

また、教育委員の皆様には、日頃か ら本市の教育の振興並びに発展のた

め、多大なるご尽力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

本年は新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザが流行するな

ど、医療機関関係者をはじめ、市民の皆様方には、感染症に対する取り組み

にご協力をいただいているところ す。

市内の小 ・中学校におさましま・しても・、それぞれの学校て工夫した感染症

対策を行いながら、学校行事が実施されており、関係者の皆様のご協力に感

謝する次第ぞす。

本年度、市内小中学校の卒業式が、通常規模 開催され、私は、 3 月 1 4‐

日に口之津中学校、 3 月 1 7 日に野田小学校の卒業式に来賓として 4‐年ぶ り

に出席させていただきました。

それぞれの新たな「旅立ちの日」に立ち会い、卒業生の療々しい姿を拝見

しまして、卒業までご指導くださった各校長先生をはじめ、教職員の皆様方

のご努力と、保護者や地域の皆様の愛情を深く感じ、卒業生の皆様の今後の
活躍を′Gからお祈りしたところ す。

さて、本日の総合教育会議は、

( -) 教育、学術及び文化の振興に関する施策の大綱について

(2) 部活動の地域移行について の 2つが協議テーマ あります。

総合教育会議の趣旨 あります、市長と教育委員会の意思疎通を図り、地
域教育の課題やあるべき姿を共有し、より民意を反映した教育行政の推進を
図るために、委員皆様の忌樺のないご意見を賜 りますよう、よろしくお願い

申
.
し上げ、簡単 はございますが、開会のあいさつ とさせていただきます。

それ は、さっそく協議に入ります。

まず①教育、学術及び文化の振興に関する施策の大綱についてです。
担当の説明をお願いします。

地方公共団体の長は、教育基本法に規定する基本的な方針を参考に、地方
公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定める
こととされてます。

また、地方公共団体において、教育基本法第 17条第2項に規定する教育振
興基本計画を定めている場合には、その目標や施策の根本となる方針の部分
が大綱に該当すると位置づけることが さると考えられるため、総合教育会
議で協議を行い、教育振興基本計画をもって大綱に代えることも差し支えな
い こ とにな って ます。

本市は、今和元年 5月に開催された総合教育会議において、教育振興基本
計画を大綱に代えるものと決定しているところ す。

現在、南島原市教育振興基本計画においては、期間を 1年間延長すること
にしており、それに合わせて引き続き、教育振興基本計画を大綱に代えるご
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とを、改めてお願いするもの す。

教育、芸術及び文化の振興に関する施策の大綱についての事務局の説明は
以上になります。

続いて教育委員会から説明します。教育振興基本計画期間一覧の資料をご
覧ください。現在、南島原市の教育振興基本計画については、平成 25年度

から今和4年度ま のー0年間を計画期間としてます。
これは教育委員会 地域教育振興基本計画策定に向けた検討を行い、今和

元年 11月の定例教育委員会のなかぞ、研究者の意見を伺いながら決定した
ところ す-。資料に教育基本法第ー7条を抜粋 してます。そのなか 第 2項地

方公共団体は現行の国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じ地方
公共団体における教育振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう
努めなければならないと示されてます。 しかし、国の教育振興基本計画の計

画期間は、同じ今和 4年度ま となっており、同時期に策定した場合、国の

計画内容を参考として事業計画に反映させることが きない状況 ありま
す。現在、日本の教育における状況は、大きな転換期にあり、国の方針を反

映 きないまま計画を策定した場合、計画期間中に変更を余儀なくされるな
どの事態が予測されます。このことから協議の結果、現行の教育振興基本計

画を 1年間延長すること 決定したところです。

それ は、この件について何かございませんか。

今、説明があったように、現在、教育関係は、国ても色々と動いている状

況 転換期にあります。国の教育振興基本計画を受けて本市を進めるほう
が、-それを反映できると考えます。今、提案をしていただいている方法がい

い と考えています。以上 す。

委員の意見がありましたが、そのように進めてよるしいてしょうか。

はい。

それ は、南島原市の教育振興基本計画の 1年間延長に合わせて、それを
大綱に変えることにします。次に 2つ目の協議事項てあります部活動の地域

移行について す。委員の皆様も承矢口のとおり、公立中学校の部活動の地域

移行に向けた動きが、 2023 年度から本格化するということ 、長崎県にお

いては2024 年度から段階的な地域移行を開始する予定となってます。

そこ 部活動の地域移行について協議を行います。まず制度説明と本市の

現状を担当から説明をお願いします。

この制度について説明します。資料をご覧ください。これは今和 4年 6月

にスポーツ庁 の有識者会議提言の全体分となります。

部活動の運営、あるいは生徒への指導を地域の各種団体などを主体 とした

活動へ移行することになります。まずは、休日の部活動から段階的に地域に

移行する方向 改革が進められてます。
′移行先として地域のスポーツクラブや民間企業、スポーツ少年団などが想

定されており今和5年度から今和17年度を改革集中期間として準備が進めら
れてます。この背景には部活動を取り巻く2つの課題があります。

1点目は少子化による部員数の減少。 2点目が教職員の働き方改革という
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点 す。この 2つの課題があるため問題が非常に複雑化して見えているのが

現状です。本市の現状は資料をご覧ください。これは今和4年度の部活動の

中学校における生徒加入状況 す。資料のとおり少子化が進むなか、部活動

の存続自体が、今後厳 しくなることが予想されます。

そこ 資料をご覧ください。現在、学校教育課 と生涯学習課の担当q人で

庁内会議を行い部活動の地域移行について準備を進めてます。
大きな動きとして、今和 5年度に学校関係者や PTA の代表者、そして各

種団体の代表者などで構成される「部活動の在り方検討委員会」を開催する
予定としており、今後の方針を協議 していただきたいと考えてます。

今和 6年度に準備が整った部活動、またはモデル部の休日の地域移行、今

和 r7年度には、全部活動ぞ休日の地域移行を予定してます。 しかし国や県、

中体連などの動向を伺いながら、丁寧に進めていかなければならないと考え

てお り、 このスケジュールはあく・ま も現段階 の案です。

南島原市の中学校 学ぶ子供達のスポーツ活動や文化活動の場などの機会
確保をまずは第 -に考えて計画を進めていきたいと考えてます。以上 説明

を終わります。

これ Lごついて、委員の皆様から何かございませんか。

先ほど、説明 現在の部活動の加入状況を見ると、このまま は活動が難

しい学校や部活動があるのかなど思います。本市のスケジュール案を見る

と、今和 17年度に全部活動 休日地域移行を考えているとのこと すが、例

えば指導者の確保や予算の問題などの協議は、検討委員会 される予定 す1
r

か
。

・
‐

色んな検討課題があるなか 、その課題を 1つ -つ解決 していかないと、

この移行は円滑に進まないと考えてます。その在り方検討委員会の中 詳細

を詰めていきたいと考えてます。

検討委員会の現在の進捗状況を聞かせて下さい。
現段階 、南島原市部活動の在り方検討委員会設置要綱の内容について協

議を進めています。この在り方検討委員会のメンバーについて、.色々な関係

団体を検討 してます。これについては、今後検討委員会へのご協力のお願い

を行い、集まって協議 していただくのは来年度以降と考えてます。

長崎県の動向について何か情報はありますか。

長崎県においても、国の動向を踏まえながら計画を作成しているところ

す。 しかし、具体的な部分については示されていないのが現状です。

理由として考えられるのは、長崎県内においても、長崎市や佐世保市など

の都市部と、島原半島、もしくは離島といった状況が異なる市町で、一元的

な方法、方向ぞ進めていくのは難 しい部分あると考えてます。したがってあ

る一定の方法、方向のなかで、それぞれの地域の実態に応じて進めてい〈こ

とになると考えてます。

少子化が進むなか 、中総体とクラブチームの関係など、その大会の出場

を認めるか、またどのような要件 認めるのかなど、市だけ 解決するには

困難な ところがあ ります。そのなか 、県があ＼る一定の方法、方向を示 して
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いただければ解決 きるの はとの思いがあります。市 解決が困難な場合

は、県に相談するなどして進めていただければと考えてます。

先ほど中体連のお話がありましたが、中体連 としては、今和 5年度から学

校単位の部活動だけではなくてクラブチームの出場も可能となります。

ただし、全クラブチームが出場 きるわけ はなく、種 目が限 られたも

の、また細かい規定などがあり、単純にクラブチームが出場をするのは難 し

い と理解 してます。

地域移行に関しては体制づ〈りも重要 す。当事者となる子供達や保護者
の意見が気になります。こご アンケート結果を集計されてますが、どのよ

うな動向だったのか教えて下さい。

保護者の意見として、これは小学校4年生から中学校3年生対象としたア
ンケ」 トになります。まず 「部活動について気がかりなことは」 との問い

に、 1番多かった回答がゞ 「子供がし
′
たい部活動があるのか」 2番目に多か

ったのが 「保護者の時間的な負担、送迎、休日の試合に関してのこと」 し

た。 3番目に多かったのが、 「子供同士の人間関係 と、部活動時間や休日の

設定など子どもの負担」など した。次に 「合同 校区タト の活動する場

合、部活動に参加させますか」との問いに、 1番多かった回答が、 「送迎な

どの条件によって参加をさせる」とのこと した。その部分が非常に負担と

保護者が感 じている結果ぞ した。それから活動参加費のことを聞いてます

が、 「どの ぐらいを想定 していますか」 との問いに、 1番多かった回答が、

「2,000 円以下」それか ら、 2番 目に多か ったのが 「3,000 円程度」ぞあ り

ました。経済的な金銭的な負担と子供の送迎といった時間的な負担が課題だ
と考えてます。資料は中学校 1、 2年生に対するアンケー トの集計結果にな

ります。部活動に所属 していない方の入らない理由としては、 「学校以タトの

スポーツ文化クラブに所属 している」いわゆる、例えばサッカーのクラブチ

ームに参加 している。 2番 目に 「入 りたい部活動がない」入 らない理由は、

その学校に入りたい部活動があるかないかといったところが多いのかと分析

してます。次に部活動に所属 している生徒が活動する目的で、ー番多い回答

は「体力や技術を向上させる」そして次が 「友達 と楽 しく活動する」3番目、

に 「大会 ・コンクールな どて 良い成績 を取 る」 4番 目に 「チームワークや協

調する力を身に付ける」という結果 した。次に地域指導者が指導すること
について、学校の先生以タトにも、地域の指導者が指導することについての子

供達の回答 すが、 1番多い回答は 「どちら もいい」 した。指導をして

もらえば地域指導者 も先生 も良いと考えているよう す。ただ、保護者

の意見 としては、 「しっかりと研修 した人、勉強 した人が、指導 して欲 し

い」 とい うこ と あ り,ます。

次に小学校 6年生の意見については、 「中学生になったら部活に入りたい

か」の問いに、約 4分の 3の子供達が入りたいというふうに答えてます。理

由としては、 「友達と楽しく活動 したい」 「体力や技術を向上させたい」と

の回答が多いよう す。それから部活に入りたいと書いているん すが、ア

ンケー ト結果を見る限り、生徒達が矢口っている部活動 しか書いてないのか。
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自分の中学校にある部活動を選んぞいる可能性があります。ソフトテニス、

バスケッ トボール、バ レーボールが多いのは、その ところに原因があると考

えて ます。アンケー トの動向について説明 しま したが、現在、,子供達の意

見、保護者の意見を集約分析 しているところ す。

今の担当の説明を聞いて、中学校の休日部活動の地域移行については、

様々な事を考えていかないと改めて感じています。

まずは先生方の働き方改革に繋がっていく視点と少子化における部活動の
運営の在り方という視点があります。先ほど説明のあったアンケート調査の

回答においても様々な結果が出てきている状況 す。

国は2025 年度末ま に全国の中学校 休日部活を学校から切り離す方針
を示してます。私としては、できる範囲 可能な限り現状を維持 しながら、

市内の生徒が安′G して活動 きる部活動を目標 としていかなければならない

と考えてます。表現的に正 しいかわかりませんが、生徒の家庭環境による経

済の格差、住ん いる地域な,ど 活動が制限される生徒も出てくる可能性が

あります。先ほどのアンケ÷ト調査においても、活動参加費の月額の想定も

保護者で意見が分かれている状況 す。市内生徒に様々な格差が出.る状況
あるなら、市として何 らかの支援体制を構築 していかなければと考えてま

す。子供達が 「部活動が きないんじゃないかな」 と不安に感 じることな

く、好きな部活動に入部 して「部活動をして良かったな」と思える環境づく

りを私自身は考えてます。担当課はどのように考えてますか。

行政の支援の在り方として、先ほどの話のとおり、生徒の送迎や部活動の

活動参加費、この2点については地域移行をスムーズに進めていく上 、行

政の支援が必要になると考えてます。

例えば、先ほどアンケー トにありましたように、保護者が現段階 考えて

いる活動参加費は月額 2,000 円から3,000 円程度が多かったの すが 県内

の先進地の地域移行については、地域型総合スポーツクラブが受皿になって
推進 してます。そこは保護者から活動費を集めているのぞすが、現在月額

3,000 円の活動費を集めて運営を行ってます。 しかし、それでは足りないと

いう話を聞いてます。現在は補助金を充てて運営を行っている状況であると

聞いています。 したが って、地域型総合スポーツクラブが受皿 に,なって、推

進、継続 していくことになると倍の月額 6,000 円程度の活動費が必要になる

の はと試算をされているようです。また、この活動費というのは、あくま

でも休日の土曜日、日曜日だけの部分 す。部によっては平日の部費を別に

払うことを考えると学校によって違いますが、その負担というのはますます

大きくなると考えてます。また、送迎について長与町÷は、 3つの中学校が

ありますが、その 3 中学校をお互いに移動するのに車て lo分程度の距離で

あり、公共交通機関が充実して公共交通機関 も移動できる地域ぞありま
す。そのような状況においても生徒の送迎については、保護者から多くの要

望意見が出ていると聞いてます。よって、この南島原市の状況を考えると子

供達の送迎は保護者に頼 りっ放 しになり、保護者の負担は大きなものになる

と考えてます。やはりその部分 の行政支援というのは必要になると予想 し
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てます。また、例として文化部活動 言えば、吹奏楽部の場所の確保、それ

から楽器の移動などは生徒達だけ は輸送は さません。そういう輸送費な
どの支援が必要になると予想 してます。

中学校部活動の休日地域移行については、教職員が全く指導 きないわけ
ではないと思います。なかには指導をしてくださる教職員もいると思いま

す。そのなかで指導者や教職員の支援の仕方、報酬など教育委員会はどのよ
うに考えてますか。

教職員の意識調査のアンケートがあります。これは市の調査 したものでは

ありませんが 「部活動の意義についてどう感 じていますか」の問いについ

て＼意義を感 じる教職員がq5% を超える結果となっ‐てます。 したがって部

活動はやはり教育的意義があると考えてます。そして「顧問として負担感を
感 じていますか」との問いに71% の教職員が 「負担を感じている」との回

答 した。更に「部活動の地域移行が行われた場合に、個人として‐休日部活

動に関わりたいか」との問いに約 r70% が関わらないとの回答で した。その

理由と,して、時間的な拘束、指導する部活が自分の専門ではないなどが挙げ

られています。したがって教職員から部活動指導あるいはスポーツ活動や文

化活動の指導を全てできないのではなく、そこにやりがいを感じている教職

員は、兼職兼業制度をしっかり整えて、従事する方にはそれに応じた対価を

支払
‐
う財政面を確保 していかなければと考えてます。ボランティアではなく

市の指導者として、報酬を支払うなどの体制を整えていく必要があると考え
て い ます。

今は、教職員は部活動の指導 どの〈らい報酬が出ていますか。

時給で 1,000 円いかないぐらいと把握 している。

私は、市の指導者として協力をいただくなかぞ、そこの報酬をどうするか

が 1番の問題 ととらえている。今までのような奉仕的な金額 はいけないと

考えてます。スポーツが好きで積極的に部活動に関わる方もおられとは思い

ますが、報酬を今以上に上げることは必要である考えてます。

その場合に、何人ぐらいの先生が参加 してくださるのか。それに対する支

援をどうするのか。そういう基礎的な事を構築して地域移行を考えていかな
い といけない と思います。

現段階で地域移行については、方向性が示されているだけ 生徒の活動機
会、それと教職員の働き方を一歩進めましょうという方向性を示しているだ

け あって、都会の方法が南島原市で通用するとは考えていない。 しかしあ

る程度、教職員の力を借 りないと運営てやきないと考えてます。そのなかて＼

先生方がしっかりと子供達の為に力を尽くしていただけるように行政として

支援 していく。先生方のなかにも教員になったのは部活動て心指導をしたいか

らという方もおられます。そのような先生方の思いも大事にしたいし、一方

てや、専門タトの指導をしている先生方の負担を減 らしたいという気持ちもあり

ま す 。 , ・

地域移行などの新 しい政策が出されると、皆さん方はゼロからスター トを

しないといけない感覚になりますが、例えばある市内の中学校は 「うちは変

市 長

学校教育課

委 員
委 員
副市長

学校教育課

教育長
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わらない す」っていう所も実際あります。だから、全てがゼロから はな

く、本市の実態を拾い上げていくことが必要と考えてます。教育委員会 も

色んな論議をしてますが、なかには報酬を上げることで、今まで以上に責任

を感じる指導者や教育的なこと やっているの 金額の問題 はないと考え

る指導者など様々な考え方があります。学校教育課 紹介 きる好事例など
はありますか。

資料に本年度、中学校の部活動におけるタト部指導者状況があります。市内
の71部活の中にタ卜部指導者が45名となってます。 3分 2 は既にタ卜部指導者

で活動 しており、例えば、休みの日など放課後指導の方々にお願いするとこ

ろもあります。この方々を指導者として確保することができれば、新たなも

のを作らなくても、ここを発展、改善するような形で対応可能な部分がある

と考えてます。

基本的には3分 1ぐらいやりたいと思っている教職員がいて、その方が残

っているとしたときに、その人達を兼業職として認めて県や.文科省、色んな

契約のやり方を変えないといけない。′C配 しているのが、もう22年が終了

して23年になります。もう2年間しか活動期間がないことです。その期間

今ま の話のことを用意 して25年にスター トできるのか、非常に難 しい状

況 はと思っています。例えばサッカーは組織が出来ていて、そのなか 活

動 しているの 基本的にクラブと中体連の二重登録は さま、せん。そうなか

、 しっかり筋道が分かれていて大会も中総体の全国大会それからクラブ組

織の全国大会があり 2通りに完全に分かれてます。そういうところ 、南島

原として、どのような母体、受皿を作っていくのか指導者を派遣するのか話

を進めるなかて、市 は対応できない部分が出てくると思います。市の体協

などが具体的に協力していかなくてはと思っていて、先進地での地域型総合

スポーツクラブの話がありましたが予算がないとうまく機能するのかという

課題もあります。そのことを考えると、市スポーツ協会あたりを大事にしな

がらそこから派遣させるとか、そういう具体策を考えていくと協議の時間も

相当なものと考えてます,。

それとニつ目は予算関係 すが、副市長の意見のように、ある 定の報酬

を支払うことて、安定的な指導者確保に繋がるものと思います。今ま の金

額では、ほとんどボランティア す。今後その部分をシビアにやっていくと

そこの予算措置は必要になります。そのように具体的な話を進めるなかで、

この 1年間で進めていけるのかっていうのは、大きな課題であり乗り越えて

いかなくてはいけないと考えてます。

今のお話の中 もありましたが、クラブスポーツと学校教育の中での部活

動、これをどうやって仕分けしていくのか非常に難 しいと思っています。こ

の際、教育委員会 はクラブスポーツは切り離 して考えて良いと私は考えて

ます。要は一般の子供さん達がどのように活動をして、どうように支援 して

いくかに尽きると考えます。

そこは皆さんがどう考えるか。また先生方スポーツ関係団体の皆さんがど

う考えるかっていうことではありますが、非常に難 しい課題 あります。

学校教育課

委 員

副市長
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教育次長

副市長

学校教育課

教育長
生涯学習課

委 員

学校教育課

委 員
学校教育課
委 員

先ほどからの話でこの問題は 2つあります。まず 1つは、教職員の働き方

改革、教職員が過重労働になっているので土日は休ませましょうという事。

もう 1つは少子化なの 部活動をみんな 集まってやっていきましょう。こ

の課題を同時に解決することは難しいと考えてます。

まずは学校教育課から、発言があったように、まずは市内の現状を把握す

ること。それ 今の部活動でタ卜部指導者だけ入っていらっしゃるところ、教

職員が関わっていないところ 活動 している部活動実態調査する。この制度

は部活動に関わる先生を除タトする制度 はありません。それで指導をしてく
ださる先生には関わってもらう。それに合わせて、 T E AM ひまわりのよう

な受皿を作り、やりたいスポーツを集めるという問題が同時に重なっている

の 非常に複雑になっている。その2つを同時に同年度までに解決するのは

困難と考えてます。まずは現状把握 して、部活動に関わってくれる教職員の

実態把握をすることから進めていく。報酬を上げるの してくださいという

のは少し違うと感じている。

その考えもあるが、やはりタト部指導者を一定数確保して安定的に指導を行
うには、ある程度の報酬が必要 はないか。なかには、指導者が部活動のな

かぞ手出しをされている方もおられると思うd そのなか 少ない金額 はど

うかと思う。ある一定の報酬は必要だと考えている。

この件 先進地の事例は、休みの日に指導した場合は時給 1,000 円となっ

てます。ただし3時間まで す。練習試合 とか 長くなっても 1日3,000 円

となっているよう す。.
・ で -

この件については、生涯学習課の意見はどう すか。

生涯学習課ては、先ほど言われたクラブチームについては、現在順調にサ

ッカーユースクラブが活動をしてます。その他にも布津のバスケットボール

がクラブ的なとこ 活動を行うなど、部活動以タト クラブチームの活動が

きているのが現状と思っています。部活動とクラブをどう結びつけるかとい

うのは、難しい課題 と認識 してます。

部活動の地域移行を行った場合これは教育活動タトになるん すか。校長先
生が認めれば教育活動内になるのか。

平日の部活動について.はあくま も部活動なの 教育活動の一環 す。そ

れが地域に移行した場合には教育活動タトになります。
校長先生が認めても教育活動タトになりますか。
そこの ところは、現在明確になっていません。

スポーツクラブに登録した部 はなく学校単位ぞ組織した部が教育活動タト
との考え方 いけば、教職員の兼業というものが必要になってくる。しかし

教育活動内だったら先生方もそっちのほうが公傷扱いにもなるし良いと思

う。だから教育活動内になるか教育活動タトになるか 、取り扱いが変わって

くると思います。そのような部分を検討委員会 たたき台を検討していただ
いて、総合教育会議などに出してもらえば話が進むものと思います。

・
本日の

資料 大体理解できますが、本市がどのような方向ぞ進めたいのかというの

を 1回検討 してい〈と言われたの 、それを見て話 しをしたいと思います。



松本市長

学校教育課

副市長

学校教育課

委 員

市 長

教育長

市 長
委 員
市 長

部活動の在 り方検討委員会の話がありましたが、その進め方といいます

か、そこ 様々な課題について協議 して頂いてそれを取 りまとめて話を進め

て行く。担当課はどう すか。

各地域、各学校において、それぞれ実情が違います。どのような方法ぞ進

めていくのか一元的には難 しい状況でありますが、来年度に在り方検討委員

会を立ち上げて、地域の意見、保護者の意見、教職員の意見、何よりも子供

達の声づていうのをしっかりと集めて、本市としてどうような形を取ってい

くのか、 しっかりと構築していきたいと考えてます。また、これは無理に進

めるのではなく、皆様方の理解を得ながら丁寧に進めたいと考えてます。

部活動については、毎日の積み重ね すから、市としては、最初の段階か

ら、平日も地域移行 きるように考えてもらいたい。

学習指導要領の改訂などを見据えながら、f南島原市の学ぶ活動、将来的な

子供達のスポーツ活動、文化活動の方向性を lo年先 20年先と考え、長期的

展望に立って取 り組んで行きたい。この問題については、まちづくりのなか

の 1つの問題 として、取り組むものと思っている。教育委員会だけの問題で

はなく、まちづくりとしての子供達をどう育てていくか、まちづくーりのなか

で、 この文化活動、スポーツ活動 を盛 り上げていくのか といった視点 、′市

に支援していただけたらと考えてます。

まちづくりの意見がありましたが、それは私も共感するところ す。各学

校 少子化が進ん いて、各学校単位 の部活動が難 しくなっていて、試合

に出られないという状況もあるなかで、どのように各学校の部活動を合併す

るのか、子供達が好きな、自分がこの部活動をしたいって思うような体制を

市全体 考えていく時期ではと感じています。様々な課題がありますがよろ

しくお願いしたいと思います。

今後、南島原市の部活動の方向性を示して体制の構築をしていく。今の段

階ぞは、不透明な部分がある状況 す。少なくとも子供達が安′C して部活動

ができるような状況・を構築する。その思いは委員の皆さんもお持ち 、その

思いがまちづくりに繋がっていくと考えてます。

今後、担当部署は教育委員会てすが、市全体の課題として、市全体ぞ対応
していくよう考えています。それは財政的な部分も伴いますし色んなことが

関わってきます。その認識を持って取り組んで行きたい。′
、

今後も議論を重ねていかなければと思っています。先ほどからまちづくり

の話も出ましたが、島原半島のスポーツを考えたときに雲仙市はサッカーの

まち、島原市は剣道 あるとかイメージを持っています。それもまちづくり

であるし、そのような取り組みは南島原市にも必要と感じています。若い人

達がスポーツなど 活躍する-と市が活性化 します。今後そのような部分を含

めたところで検討 していきたいと思います。

その他に委員の皆様から何かございませんか。

特にありません。

ないようでしたら本日の 2つの課題についてこれで終了します。

本日は長時間に渡 り協議をしていただきありがとうございました。委員の
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皆様方からご意見などを参考に今後も教育行政を推進して行きたいと考えて
ます。以上 本日の総合教育会議を閉会いたします。有難うございま した。

閉 会 1 7時00 分
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